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防災組織に関する規約 

 

 （趣旨） 

第１条 この規約は、非常災害時の相互の応援に関する規約（令和４年５月１７

日第１０３回理事会承認。以下「相互応援規約」という。）第４条第１項に規

定する班その他の防災に関する組織について定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この規約において使用する用語は、相互応援規約において使用する用

語の例による。 

（班の編成） 

第３条 班は、区（川崎市区の設置並びに区の事務所の位置、名称、所管区域

及び事務分掌を定める条例（昭和４６年川崎市条例第３８号）第２条の規定

により設置された区をいう。以下同じ。）の地域を単位として編成するものと

する。 

２ 班の名称は、次の各号に掲げる区の地域の単位に応じ、それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

(１) 川崎区 川崎班 

(２) 幸区 幸班 

(３) 中原区 中原班 

(４) 高津区 高津班 

(５) 宮前区 宮前班 

(６) 多摩区 多摩班 

(７) 麻生区 麻生班 

（班の所掌事務） 

第４条 班は、次の事務を所掌する。 

(１) 班内訓練を企画し、その実施を推進すること。 

(２) 合同訓練その他の訓練の実施に関すること。 

(３) 班内の相互応援及び他地域との相互応援に関すること。 

(４) 行政その他の関係機関との連絡調整に関すること。 

(５) その他班の防災及び非常災害に関すること。 

 （班会議） 
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第５条 班長は、班が所掌する事務について班内の防災責任者で協議するため、

必要に応じて班会議を開催することができる。 

２ 班会議に座長を置き、班長をもつて充てる。 

３ 班会議は、班内の防災責任者の過半数の出席がなければ、その議事を開き、

議決することができない。 

４ 班会議の議事は、出席した防災責任者の過半数をもって決し、可否同数のと

きは、座長の決するところによる。 

（防災班長会議の設置） 

第６条 非常災害時の相互の応援その他会員施設の防災力強化に関する取組を

推進するため、防災班長会議を置く。 

 （防災班長会議の所掌事務） 

第７条 防災班長会議は、次の事務を所掌する。 

(１) 合同訓練を企画し、その実施を推進すること。 

(２) 地域間における相互の応援その他地域間の連携に関すること。 

(３)  防災及び非常災害に関する研修の実施及び先進事例等の調査に関するこ

と。 

(４) 行政その他の関係機関との連絡調整に関すること。 

(５) その他防災及び非常災害に関すること。 

２ 防災班長会議は、その所掌する事務に関し、規程を定めることができる。 

 （防災班長会議の組織） 

第８条 防災班長会議は、各班の班長をもって組織し、議長を１名、副議長を１

名以上置くものとする。 

２ 議長は、防災班長会議を代表し、その会務を統括する。 

３ 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるとき、又は議長が欠けたときは、

その職務を代行する。 

４ 議長及び副議長は、班長の互選により選任する。 

５ 議長及び副議長の任期は、当該議長及び副議長の班長としての任期の終期

までとする。ただし、再任を妨げない。 

 （防災班長会議の議事） 

第９条 防災班長会議は班長の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決

することができない。 

２ 防災班長会議の議事は、出席した班長の過半数をもって決し、可否同数のと
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きは、議長の決するところによる。 

 （委任） 

第１０条 相互応援規約に基づく訓練その他の相互応援に関する事項並びに班

及び防災班長会議に関する事項の細目は、防災班長会議で決定する。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規約は、令和５年１月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規約の施行の際現に区の地域において、防災責任者の互選により班長

及び副長が選任されている場合は、この規約第３条第１項に規定する地域を

単位とする班において選任されたものとみなす。 

３ 前項に規定する班長及び副長の任期は、相互応援規約第４条第６項本文の

規定にかかわらず、令和５年３月３１日までとする。 

 （相互応援規約の一部改正） 

４ 相互応援規約の一部を次のように改正する。 

  相互応援規約第４条に次の１項を加える。 

  ７ 補欠の班長及び副長の任期は、前任者の残任期間とする。 

  


